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　本日は多数お集まりいただきましてありがとうございます。調査部の岡田でございます。私のほうか

らは、先ほどの西沢の話を引き継ぎまして、法人実効税率の引き下げをいかに他の政策課題と調和を図

りながら実現していくかという観点から、若干の試算結果などをお示ししながら、歳出・歳入改革のオ

プションを考えて参りたいと思います。

〔歳出歳入改革の目標〕

　まず初めに、そもそも何を目指して改革を行うのかということでございますが、それを改めて確認し

ておきたいと思います。一言で申し上げると、ここにございますように「活力ある持続可能な社会の実

現」、これに尽きると考えております。より具体的に申し上げますと、その下に書いてあります通り、

第１には、長年の課題であり、アベノミクスでも最も力点が置かれております「持続的な経済成長の実

現」。第２には、中長期的な人口動態への対応や受益と負担のバランスを考慮した「国民が納得できる

社会保障の構築」。それから第３としまして、持続可能な経済社会の大前提となります「財政再建の推
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進」、であると言えます。

　これら三つは、トレードオフの関係にある部分も含めまして、相互に影響し合う筋合いのものであり

ます。一つの課題の解決のみに重きを置くのではなく、相互作用を考慮しながら、いかにバランスよく

改革を進めていくか、というところが重要なポイントになろうかと考えております。

〔法人実効税率下げの基礎的財政収支への影響〕

　そこで、まずは今回の議論の中心に据えております法人実効税率の引き下げが、財政状況にどのよう

な影響を及ぼすか、ということについて見て参ります。

　政府は、2015年度までに基礎的財政収支、以下、プライマリーバランス、PBと呼びますけれども、

これの赤字幅のGDP比を2010年度の実績対比で半減、2020年度までに黒字化するということを目標に

しております。しかし、先ごろ内閣府が公表したところでは、消費税率の10％への引き上げを織り込ん

で、その後も経済再生が順調に進むというケースを想定しましても、2020年時点でPB赤字がなお11兆

円残る。経済成長がさらにもう少し鈍いケースでは赤字が約16兆円も残る、という試算が示されました。

　この試算につきましては、想定されている経済成長のペースの妥当性などにつきまして、さまざまな

議論もあるところではありますが、現在、これが最も広く認識されているスタンダードな中期見通しと

言えることから、これをまず議論の出発点に置きたいと思います。

　内閣府の試算に織り込まれていない法人実効税率の引き下げが2020年度のPB着地にどう影響するか

を見たのが、こちらの点線の部分、緑と赤の部分でございます。当然ながら、何も手だてを講じない場
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合は、赤字金額が拡大することになります。税率引き下げによる経済活性化効果を勘案せずに、税収の

減少を機械的に計算したものでありますが、これで見ると、その幅は実効税率をぎりぎり20％台にする

という、29.5％で計算しておりますけれども、その場合は３兆円強の赤字拡大。さらに、OECD加盟国

平均並みの20％台半ばまで下げる場合ですと、６兆円前後というふうに赤字が拡大する、ということで

ございます。

〔PB黒字化に必要な金額〕

　当然、これを放置するわけには参りませんので、穴埋めのためのさまざまな財源が議論され、報じら

れているところであります。具体的には、先ほどの西沢の話にありました財源メニュー、外形標準課税

の拡大、受取配当課税の拡大、繰越欠損金控除の見直し、それから租税特別措置の見直し、等々です。

しかし、ここに挙げましたメニューをすべて合わせましても、あくまで現時点での金額ということには

なりますが、最大で1.8兆円程度と見積もられまして、20％台の法人実効税率を実現するには全く不十

分な額にとどまります。むろん、PBを内閣府の見通しよりも改善させるには至りません。

〔歳出カットにどれだけ依存できるか〕

　そこで、次は歳出面に目を転じまして、歳出削減による財源捻出の可能性を探ってみたいと思います。

グラフは過去の一般政府ベースの歳出の推移を示しております。このうち、非社会保障分野、積み上げ

棒グラフの下の白い部分に関しましては、2000年代に入ってから足元にかけて抑制基調で推移している



2020年度財政健全化に向けた歳出歳入オプション

JR Iレビュー   2015 Vol.2, No.21　19



20　JR Iレビュー   2015 Vol.2, No.21

ということが見て取れます。

　これに対しまして、社会保障分野は、高齢化の進展に伴いまして、上の色付きの部分でございますけ

れども、年金ですとか医療・介護の分野を中心に増大が続いております。このまま行きますと、高齢化

の一段の進展によって、この分野の歳出がさらなる膨張を続けることは火を見るよりも明らかと言えま

す。このため、財源捻出のための歳出改革を行う対象分野としましては、社会保障分野が第一の候補と

なりまして、また、それは社会保障制度全般の持続可能性を高めていくためにも必要不可欠な取り組み

である、と考えております。

〔社会保障分野〕

　では、社会保障分野の歳出をスリム化するのにどのような手立てがあるのか、ということを考えてま

いります。年金分野では、デフレ下で機能を停止していたマクロ経済スライドがデフレ脱却に伴い作動

することになります。これにより、マクロで見た年金支給の総額の増勢は名目成長率並みに抑えられる

ことになりますが、これは先ほどの内閣府の試算にも織り込み済みと見られます。

　では、何をするか。さらなる改革を行うとすれば、高齢者の労働参加促進ということが昨今求められ

ているわけですけれども、そうした政策課題と整合的な形で支給開始年齢の引き上げを推し進めていく

ことが理にかなった改革の一つではないかと考えられます。仮に、現在、65歳である支給開始を2020年

までに段階的に70歳へと引き上げるということを行いますと、トータル2.5兆円の歳出削減効果がある

と見込まれます。
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　一方、医療・介護の分野では、2020年に向けた厚生労働省の試算によりますと、デフレ脱却ですとか

技術進歩、高齢化の進展、等々によりまして大幅な支出増加が見込まれております。これを圧縮するに

は、定期的に改定される診療報酬の抑制ですとか、いわゆるジェネリック医薬品の普及、あるいはレセ

プトデータの活用による効率化等々、さまざまな施策を組み合わせていくことが必要だと思われます。

　ここでは、それらを駆使しまして、支出を抑制する程度の異なる二つのケースを想定しました。一つ

は、高齢化に伴う医療費の増加は許容するというケースで、これによる歳出削減額は2.3兆円と試算さ

れます。もう一つは、より厳しく切り込んでいくケースで、医療費の伸びを名目成長率並みまで抑制す

る、というものです。こちらによる歳出削減効果は4.1兆円と試算しております。

〔非社会保障分野〕

　一方、非社会保障分野に関してですけれども、こちらは、先に見た通り、歳出の総額で見ますと抑制

基調で推移しております。もっとも、財政状況が極めて厳しい折り、同分野においてもなお一層の効率

化ですとか、個別項目ごとの費用対効果の引き上げ、等を目指してしかるべきだと考えております。

　ここで、歳出の内容である経費の性格から見てまいりますと、社会保障分野、うえのほうですけれど

も、こちらは給付がやはり９割方を占めるということであります。一方、非社会保障分野の経費別で見

て参りますと、ここの青い部分である雇用者報酬、これは人件費に相当する部分です。それとか緑色の

部分、こちらは公共事業等が含まれる固定資本形成でございます。こういったものが過半を占めている

わけでございます。このため、いわゆるPFIですとかPPPといった民間活力の導入、あるいはITの活用
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による業務の効率化、といったことが改革のポイントになってくるのではないかと考えております。

〔試算 ─歳出削減の想定─〕

　ここまでの議論をまとめまして、後段でお示しする試算の前提として、歳出改革のオプションを２通

り想定してみました。一つは、財源捻出を行うに当たりまして、比較的実現可能性が高いと思われるメ

ニューで構成した「マイルド改革」でございます。内容としましては、医療費は高齢化に伴う増加を許

容する程度まで抑制、非社会保障につきましては増勢を物価上昇並みにとどめる、というものです。も

う一つは、政治的な困難さから実現のハードルは極めて高いと考えられるのですが、社会保障制度の持

続性を高めていくという視点も踏まえて、歳出削減により大胆に切り込んでいく「ドラスティック改

革」というものも一つ想定してみました。そちらの内容は、年金支給開始年齢を70歳に2020年に向けて

段階的に引き上げていく、医療費に関しては名目成長率並みのペースへと抑制する、それから非社会保

障に関しましてはマイルド改革で想定したものよりもさらに増加を抑制していく、という想定を置いて

おります。

〔試算 ─法人実効税率引下げの想定─〕

　一方で、法人税改革の議論に立ち戻りまして、中期的にどの水準まで実効税率を引き下げるのかとい

うことにつきましても、２通りのケースを想定しました。一つは、20％台をぎりぎりで実現できる29.5

％のケース。もう一つは、OECDの加盟国平均水準並みの25％へと大きく引き下げるケースでございま
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す。

　それぞれのケースの内容につきましては、外形標準課税については、ともに拡大して実効税率を引き

下げるという操作をする一方で、同時に、所得分の税率引き下げによりまして、税収面では中立にする、

という想定を置きました。ということで、この二つのケースの差異は、国税分の法人税率の下げ幅を４

％にするのか、８％にするのか、といったところでもっぱら差が出てくるという形にしております。

〔試算 ─2020年度のPB赤字─〕

　こちらの表は、歳出改革と法人実効税率引き下げの各２ケースを縦と横で組み合わせまして、それぞ

れにおいて経済成長率が異なる伸びとなった場合に、2020年度のPBの着地がどのように変わってくる

か、を示したものであります。この金額で示してあるのが、PBの着地で、括弧内はそれを消費税率換

算したパーセンテージでございます。

　マイルドな歳出改革の場合は、ドラスティックな改革を行う場合に比べまして、経済成長への下押し

効果は軽減されることが見込まれます。けれども、その分、財政収支の改善効果は限定的にとどまって

しまいます。また、法人税率に関していえば、下げ幅が大きくなるに従って経済への好影響というもの

は相対的に大きくなることが見込まれるわけですけれども、やはりその分、財政収支にあける穴が大き

くなってくるということであります。

　それぞれのマトリクスにございます経済成長率の想定に関しては、内閣府見通しの経済再生ケースを

上段、参考ケースを下段、中段にはその中間値を記しています。私どもでは、法人税改革を考慮しない
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段階で向こう数年間を展望した場合、経済再生ケースのような３％を超える高成長はなかなか定着する

のが難しいのではないかと考えております。むしろ、参考ケースの名目２％成長が標準的なシナリオに

なると捉えております。結局、この４分割したマトリクスのなかに赤字で示した数値が、そうした成長

見通しをベースに置いた場合に実現の蓋然性が高いと思われるケースでございます。

　この表が全体として示す含意としましては、マイルドな歳出改革にとどまれば、経済成長率の帰結は

どうであれ、ほとんどのケースで2020年時点では10兆円超のPB赤字が残ってしまうということでござ

います。一方、ドラスティックな歳出改革に踏み切った場合は、赤字はかなり縮小するのですけれども、

その結果として成長率は低く抑えられる可能性が高まります。これが仮に高成長が実現したとしても、

やはりPBの赤字は残ってしまうということが言えるかと思います。

〔まとめ〕

　以上の議論を踏まえた結論を申し上げますと、法人税改革を考える際に、社会保障の持続性ですとか

財政規律の堅持という命題を同時追求するためには、やはり歳出面に相応の大胆な改革が求められるこ

とはもとより、歳入面におきましても、法人税の枠内にとどまらない、他の税目も含めた抜本改革が欠

かせなくなる、ということです。

　その際、検討すべき税目としましては、諸外国と比較してわが国では依然として負担が小さいと言わ

れている消費税のさらなる税率引き上げ、あるいはその逆進性を緩和する観点から、個人所得課税の見

直し、等が大きな柱になってくるのではないかと考えております。
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　なお、ここでは法人実効税率の引き下げを所与とした議論を展開してまいりましたが、後段の先生方

のご議論におかれましては、そもそも法人税のあり方をどう考え、歳入改革の方向性はどうあるべきか、

あるいは財政再建をはじめとする他の政策目標との兼ね合いをどのように考えるべきか、といったとこ

ろにつきまして、大所高所からのご意見を頂戴できれば幸いに存じます。

　私からの報告は以上でございます。ご清聴ありがとうございました。（拍手）
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